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【
制
度
に
つ
い
て
】

①
免
除
の
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
本

人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
中
の
所
得

が
、
そ
れ
ぞ
れ
免
除
基
準
以
下
で
あ
る
こ

と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。
申
請
期
間
に
対

応
す
る
前
年
所
得
に
も
と
づ
き
審
査
を

行
い
ま
す
の
で
、
免
除
が
承
認
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
天
災
や
失
業
な
ど
の
理
由
に
よ
る
申
請

も
で
き
ま
す
。
そ
の
際
は
、
公
的
機
関
で

発
行
す
る
証
明
書
な
ど
を
添
え
て
く
だ

さ
い
。

③
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
が
、
全
額
免
除
・

納
付
猶
予
に
該
当
す
る
場
合
は
、
希
望
に

よ
り
翌
年
手
続
き
を
し
な
く
て
も
継
続

し
て
申
請
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

④
納
付
猶
予
は
、
本
人
が
　
歳
に
な
る
前
の

50

月
ま
で
は
申
請
が
で
き
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

◎
申
請
場
所

　
住
民
福
祉
健
康
課
　
保
険
年
金
係
、
ま
た

は
熊
谷
年
金
事
務
所

◎
持
参
す
る
も
の

①
年
金
手
帳

②
印
鑑

③
失
業
し
た
か
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
ま
た
は
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職

票
な
ど
の
写
し

④
学
生
の
場
合
は
学
生
証
（
コ
ピ
ー
可
。
た

だ
し
、
有
効
期
限
が
裏
面
記
載
の
場
合
に

は
表
面
と
裏
面
両
方
の
コ
ピ
ー
）
ま
た
は

在
学
証
明
書

申
請
は
お
早
め
に

　
保
険
料
の
納
付
期
限
か
ら
２
年
を
経
過

し
て
い
な
い
期
間
に
つ
い
て
も
、
申
請
時
点

の
２
年
１
か
月
前
の
月
分
ま
で
申
請
で
き

ま
す
。　
な
お
、
免
除
な
ど
の
申
請
が
遅
れ

る
と
、
申
請
日
前
に
生
じ
た
事
故
や
病
気
に

よ
る
障
害
・
死
亡
の
と
き
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
取
れ
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

【免除の対象となる所得(収入)の目安】

納付猶予４分の１免除半額免除４分の３免除全額免除

162万円
（257万円）

335万円
（486万円）

282万円
（420万円）

230万円
（354万円）

162万円
（257万円）

４人世帯
（夫婦･16歳未満の子２人）

92万円
（157万円）

247万円
（376万円）

195万円
（304万円）

142万円
（229万円）

  92万円
（157万円）

２人世帯
（夫婦のみ）

57万円
（122万円）

189万円
（296万円）

141万円
（227万円）

93万円
（158万円）

  57万円
（122万円）

単身世帯

※(　)内は給与所得者の年収ベースの目安
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７
月
か
ら

　トラクターなどでの農作業後、田畑から公道

へ出る前には、タイヤなどについた泥や土はで

きる限り取り除いてから道路を走行していただ

くようお願いします。

　道路に落ちた泥や土のかたまりは、通行の妨

げや交通事故の原因になることがあります。

　やむを得ず道路に泥や土を

落としてしまった場合は、お

手数でも落とした泥などの清

掃をするなどのご協力をお願

いします。

農家の皆さまへお願い

農耕車に付着した泥は落としてから道路へ！

問合せ＝農林商工課　産業振興係　緯７６-5133

　
経
済
的
な
理
由
や
災
害
な
ど
に
よ
り
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き

は
申
請
し
、
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。　
被
保
険
者
の
負
担
能
力

に
対
応
で
き
る
よ
う
段
階
的
に
免
除
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
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健康長寿のまちづくりを目指して健康長寿のまちづくりを目指して健康長寿のまちづくりを目指して
　今年度から、敬老祝金として75歳以上のかたへ１人につき5,000円を支給
していたものを廃止し、平成30年度中に77歳、88歳、99歳を迎えるかた、
および結婚50年、60年を迎えるご夫婦に祝い金を支給します。

敬老祝金（75歳以上、一律５千円／年）の廃止

【5,000ポイント ⇒ みさと元気チケット 5,000円分に（上限）】

　毎日の歩数や、特定健診・がん検診を受
診することなどによってポイントを獲得で
きます。貯まったポイントは商品券（みさと
元気チケット）と交換することができます。

◎歩数計による参加
参加申込書を保健センターへ提出してく
ださい。

◎アプリによる参加
アプリインストール後、必要事項を入力
し登録してください。

平成30年度からの

敬老祝金
（節目の年で支給）

敬老祝金の支給額を増額

　77歳 １万円
　88歳 ２万円
　99歳 ３万円

※７月１日時点で美里町に住民登録されているかたが、祝金の支給対象となります。
※支給時期は９月以降になります。

アプリインストールおよび登録について
ストアアプリを起動して

ミムリン と検索

参加方法

　結婚50年 　１万円
　結婚60年　２万円

健幸になって
ポイント交換

ポイントを貯めて
「みさと元気チケット」と交換しよう！！

ポイント項目に取り組み、ポイントを獲得
　　　（４月１日～翌年３月31日）

獲得したポイントを「みさと元気チケット」
と交換（翌年度中を予定）

歩数計による参加…40歳以上
アプリによる参加…20歳以上

事業対象者

事業スケジュール

参加の注意点

【歩数計による参加】
　歩数計は過去30日分のデータしか保存する
ことができません。保存期間を過ぎないように
データ送信をお願いします。
【アプリによる参加】
　各スマートフォンの機種によってはアプリを
起動しないと歩数の取得およびポイントの獲得
ができない場合があります。また、端末によっ
ては歩数を全く取得できなかったり異常な数値
を取得する場合がありますので、その場合は歩
数計による参加をお願いします。

　町では、健康長寿のまちづくりを目指して、

ミムリン健幸ポイント事業を実施しています。


